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物
件
に
つ
い
て
も
制
度
の
利
用
は

可
能
で
あ
る
。

○
（
仮
称
）
さ
き
た
ま
市
場
整
備

事
業

　
　

ど
の
よ
う
な
整
備
を
計
画
し

て
い
る
の
か
。

　
　

埼
玉
県
が
進
め
て
い
る
さ
き

た
ま
古
墳
公
園
拡
張
整
備
事
業
の

一
環
と
し
て
、
本
市
が
公
園
の
一

部
を
借
り
受
け
、
飲
食
・
物
販
施

設
を
新
た
に
整
備
す
る
も
の
で
、

令
和
３
年
度
は
、
施
設
設
計
を
行

い
、
令
和
４
年
度
か
ら
施
設
の
建

設
工
事
を
予
定
し
て
い
る
。

○
橋
り
ょ
う
長
寿
命
化
事
業

　
　

橋
り
ょ
う
維
持
補
修
費
の
調

査
測
量
設
計
委
託
料
の
内
容
は
。

　
　

桜
町
一
丁
目
地
内
の
長
郷
橋

ほ
か
６
橋
の
修
繕
設
計
及
び
70
橋

の
点
検
業
務
を
予
定
し
て
い
る
。

◯
行
田
お
も
て
な
し
観
光
局

　
　

お
も
て
な
し
観
光
局
の
設
立

目
的
は
。

　
　

市
内
２
箇
所
の
観
光
案
内
所

の
運
営
等
の
ほ
か
、
市
と
は
別
法

人
と
し
て
、
民
間
の
経
営
感
覚
を

取
り
入
れ
な
が
ら
、
観
光
の
専
門

家
に
よ
る
戦
略
的
な
観
光
振
興
を

推
進
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

稼
ぐ
観
光
地
づ
く
り
を
目
指
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
令
和
３
年
度
の
各
種
特
別
会
計

予
算	
　
　

		

（
全
て
原
案
可
決
）

　

国
民
健
康
保
険
事
業
費
特
別
会

計
な
ど
４
特
別
会
計
の
令
和
３
年

度
当
初
予
算
は
合
計
で
１
５
９
億

５
３
０
１
万
８
千
円
で
す
。

　

ま
た
、
公
営
企
業
会
計
当
初
予

算
は
水
道
事
業
会
計
が
29
億
３
８

１
９
万
円
、
公
共
下
水
道
事
業
会

計
が
31
億
２
３
７
９
万
２
千
円
で

す
。

○
行
田
市
森
林
環
境
整
備
促
進
基

金
条
例		

　
（
原
案
可
決
）

　

国
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
森
林

環
境
譲
与
税
を
活
用
し
、
森
林
の

整
備
及
び
そ
の
促
進
に
資
す
る
木

材
利
用
促
進
や
普
及
啓
発
な
ど
の

財
源
と
し
て
積
み
立
て
る
た
め
、

新
た
に
基
金
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
す
。

［
主
な
質
疑
］

　
　

本
市
で
基
金
を
設
置
す
る
目

的
は
何
か
。

　
　

森
林
環
境
譲
与
税
の
主
な
目

的
は
、
森
林
の
間
伐
、
人
材
育
成
、

担
い
手
確
保
及
び
木
材
利
用
促
進

な
ど
で
あ
り
、
法
令
の
趣
旨
に
基

づ
き
、
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

森
林
の
整
備
促
進
と
は
具
体

的
に
何
を
す
る
の
か
。

　
　

本
市
に
お
い
て
は
国
産
・
県

産
木
材
の
利
用
促
進
及
び
普
及
啓

発
活
動
が
主
に
な
る
。

　
　

森
林
環
境
譲
与
税
は
、
ど
の

よ
う
な
仕
組
み
で
国
か
ら
交
付
さ

れ
る
の
か
。

　
　

私
有
林
人
工
林
の
面
積
、
人

口
な
ど
に
応
じ
、
都
道
府
県
及
び

市
区
町
村
に
譲
与
さ
れ
る
も
の
で
、

そ
の
財
源
は
、
森
林
環
境
税
で
あ

り
、
令
和
６
年
度
か
ら
個
人
住
民

税
均
等
割
の
納
税
義
務
者
１
人
当

た
り
１
千
円
が
課
さ
れ
る
国
税
で

あ
る
。

○
行
田
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	
	

　
（
原
案
可
決
）

　

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
実
施

に
係
る
要
件
に
、
卒
園
後
の
連
携

施
設
と
し
て
、
認
定
こ
ど
も
園
、

幼
稚
園
ま
た
は
保
育
所
を
適
切
に

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
法
令
の
改
正

に
伴
い
、
例
外
と
し
て
、
引
き
続

き
必
要
な
教
育
・
保
育
が
提
供
さ

れ
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
る

と
き
は
連
携
施
設
の
確
保
が
不
要

と
さ
れ
た
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

○
行
田
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例	

　
（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
改
正
に
伴
い
、
放
課
後

児
童
支
援
員
は
、
保
育
士
の
資
格

を
有
す
る
者
な
ど
で
、
都
道
府
県

知
事
の
ほ
か
、
指
定
都
市
ま
た
は

中
核
市
の
長
が
行
う
放
課
後
児
童

支
援
員
認
定
資
格
研
修
を
修
了
し

た
者
も
対
象
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

本
市
も
都
道
府
県
知
事
が
実
施
す

る
研
修
だ
け
で
な
く
、
指
定
都
市

ま
た
は
中
核
市
の
長
が
実
施
す
る

研
修
を
修
了
し
た
者
も
支
援
員
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

○
行
田
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例	　
（
原
案
可
決
）

　

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の

策
定
に
伴
う
介
護
保
険
料
の
見
直

し
を
行
う
と
と
も
に
、
介
護
保
険

法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
介
護

保
険
料
率
の
算
定
基
準
の
特
例
に

関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う
た

め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

○
行
田
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例	
	

　
（
原
案
可
決
）

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
延
滞
金

の
割
合
の
特
例
に
関
す
る
規
定
の

整
備
を
行
う
た
め
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

○
行
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例	

　
（
原
案
可
決
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得

を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

答

答

答

答答答

問問 問

問問問

（仮称）さきたま市場整備予定地

条　例

森
林
環
境
整
備
促
進
基

金
条
例
等

特別会計

特
別
会
計
合
計
額
は

１
５
９
億
５
千
万
円
余




